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県ごとの支援策リンク 
 

令和 6 年能登半島地震で被災された事業者に対して、石川県、富山県、新潟県、福井県の

支援策について記載のあるサイトへのリンクです 

 

１．石川県 

 

詳細は以下のサイトからご確認ください。 

 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/index.html 

 

【中小企業・小規模事業者を支援するための特別相談窓口】 

（対応時間 ９：００～１７：００） 

 

下記の商工会・商工会議所は現時点で回線不通となっています。下記商工会管内の事業者

については石川県商工会連合会（076-268-7300）まで、下記商工会議所管内の事業者

については石川県商工労働部経営支援課（076-225-1525）までお問い合わせください。 

 

 ・七尾商工会議所 

 ・輪島商工会議所 

 ・珠洲商工会議所 

 ・富来商工会 

 ・志賀町商工会 

 ・能登鹿北商工会 

 ・門前町商工会 

 ・穴水町商工会 

 ・能登町商工会    （以上３商工会議所・６商工会） 

 

＜相談窓口一覧＞ 

 

・金沢商工会議所 076-263-1151 

・小松商工会議所 0761-21-3121 

・加賀商工会議所 0761-73-0001 

・白山商工会議所 076-276-3811 

 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/index.html
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・石川県商工会連合会 076-268-7300 

・能美市商工会 076-204-6815 

・山中商工会 076-204-6816 

・川北町商工会 076-204-6817 

・美川商工会 076-204-6818 

・鶴来商工会 076-204-6819 

・白山商工会 076-204-6820 

・野々市市商工会 076-204-6821 

・かほく市商工会 076-204-6822 

・森本商工会 076-204-6823 

・津幡町商工会 076-204-6824 

・内灘町商工会 076-204-6825 

・羽咋市商工会 076-204-6829 

・宝達志水町商工会 076-204-6832 

・中能登町商工会 076-204-6836 

 

・石川県中小企業団体中央会 076-267-7711 

・石川県産業創出支援機構 076-267-1244 

・石川県よろず支援拠点 076-267-6711 

・日本政策金融公庫金沢支店 中小企業事業 076-231-4275 

・日本政策金融公庫金沢支店 国民生活事業 0570-045202 

・日本政策金融公庫小松支店 国民生活事業 0570-045445 

・商工組合中央金庫金沢支店 076-221-6141 

・石川県信用保証協会 076-222-1550 

・中小機構北陸本部企業支援部企業支援課 076-223-5546 

・全国商店街振興組合連合会 03-3553-9300 

・中部経済産業局産業部中小企業課 052-951-2748 

 

２．富山県 

 

詳細は以下のサイトからご確認ください。 

 

https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/noto_jishin_shien.html#kigyo-sien 

 

【能登半島地震に対する緊急金融相談窓口】 

 

https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/noto_jishin_shien.html#kigyo-sien
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問い合わせ先：地域産業支援課（076-444-3248） 

開設時間：平日 9 時 00 分～17 時 00 分 

※ただし、1 月 6 日（土曜日）、7 日（日曜日）、8 日（月曜日、祝日）も開設します。 

 

【県による震災対策特別融資の創設】 

対象：令和 6 年能登半島地震において被害を受けた県内全域の中小企業者 

○資金使途：設備、運転 

○融資限度：1 億円 

○融資利率：年 1.25 ％以内 

○融資期間： 10 年以内（据置期間 5 年以内） 

○保証料率：0～ 0.55 ％（保証必須、県独自に保証料を補助） 

 

問い合わせ先：地域産業支援課（076-444-3248） 

 

 

３．新潟県 

 

詳細は以下のサイトからご確認ください。 

 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kikitaisaku/240101jishin.html 

 

【労働相談窓口（新潟労働局）】 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/sintyaku_00389.html 

 

・新潟労働局雇用環境・均等室総合労働相談コーナーで相談を受け付けています。 

＜問い合せ先＞ 

新潟労働局雇用環境・均等室 電話０２５－２８８－３５０１ 

 

・各ハローワークにおいても、次のような相談を受け付けています。 

① 被災した事業場における労働者の雇用維持等に関すること。 

② 被災した事業場の労働者に対する雇用保険求職者給付及び就職促進給付の支給に 

関すること。 

③ 災害の影響により離職した労働者に対する職業紹介に関すること。 

出典： 

https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/content/contents/2024_01_05_press.pdf 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kikitaisaku/240101jishin.html
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/sintyaku_00389.html
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/content/contents/2024_01_05_press.pdf
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【金融相談窓口（新潟県・地域産業振興課）】 

令和 6 年能登半島地震により被害を受け、今後の資金繰りの悪化が懸念される中小企業者

等に対して、県では「中小企業金融相談窓口」において資金相談を受け付けています。ま

た下記のとおり、県制度融資において、セーフティネット資金（経営支援枠・自然災害要

件）等の利用が可能です。 

 なお、災害救助法を適用した 14 市町（新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附

市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町）の中小企

業者は、県制度融資の利用にあたり、信用保証料が割安となるセーフティネット保証 4 号

を利用でき、信用保証協会による相談が開始されています。 

 

1 中小企業金融相談窓口（常設） 

  ○県庁内（地域産業振興課内専用電話） 

  ○電話番号：025-285-6887 

  ○対応日時：平日 8:30～17:30 

 

2 セーフティネット資金（経営支援枠・自然災害要件） 

  ［要  件］ 

    自然災害により直接に被害を受けた中小企業者 

  ［融資条件］ 

   【限度額】3,000 万円（セーフティネット資金（経営支援枠）の他の要件とは別枠

で融資の利用が可能） 

   【使 途】運転資金・設備資金 

   【期 間】7 年以内（うち据置 2 年以内） 

   【利 率】融資期間 3 年以内    年 1.15％ 

        融資期間 3 年超 5 年以内    年 1.35％ 

        融資期間 5 年超 7 年以内    年 1.55％ 

   【保 証】新潟県信用保証協会の信用保証付き 

 

3 短期事業資金 

  ［要  件］ 

    一時的な運転資金の需要が生じた小規模企業者 

  ［融資条件］ 

   【限度額】500 万円 

   【使 途】運転資金 

   【期 間】1 年以内 
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   【利 率】年 1.50％ 

   【保 証】新潟県信用保証協会の信用保証付き 

 

出典：https://www.pref.niigata.lg.jp/site/chiikishinko/sef-net20230104.html 

 

【農林水産業者への支援】 

令和６年能登半島地震により、今後の農林水産業経営への影響が懸念されることから、相

談窓口を設置し、被害を受けた農林水産業者等の経営継続を支援します。 

 

１ 相談窓口の設置 

 県庁（農林水産部経営普及課、林政課、水産課）及び地域振興局農林水産（農業）振興

部に相談窓口を設置します。 

（１）農業 

  ○ 農林水産部 経営普及課 電話番号 025-280-5302 

  ○ 地域振興局農林水産（農業）振興部（農業普及指導センター） 

 

（２）林業 

  ○  農林水産部 林政課 電話番号 025-280-5302 

  ○  地域振興局農林水産（農業）振興部（林業振興課） 

 

（３）水産業 

  ○ 農林水産部 水産課 電話番号 025-280-5311 

    ○ 佐渡地域振興局農林水産振興部（振興課） 電話番号 0259-27-3715 

 

出典：https://www.pref.niigata.lg.jp/site/keieifukyu/240104notohantoujishin.html 

 

 

４．福井県 

 

特別相談窓口を設置しています。詳細は以下のサイトからご確認ください。 

 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/tokubetusoudan202401.html 

 

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/chiikishinko/sef-net20230104.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/keieifukyu/240104notohantoujishin.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/tokubetusoudan202401.html

